
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３門第７５号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２５年４月２３日 １８時２０分ごろ 

発生場所 関門港若松航路（若松航路第２号灯浮標） 

（概位 北緯３３°５６.１′ 東経１３０°５１.４′） 

事故等調査の経過  平成２５年６月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  引船  さかえ丸、２６０.２５トン 

     １１８３４４、神原ロジスティクス株式会社 

Ｂ  起重機船  駿河
す る が

、長さ９０ｍ 

      なし、深田サルベージ建設株式会社 

Ｃ  引船  はやて、１８０トン 

      １３０２３６、洞海マリンシステムズ株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、三級海技士（航海） 

Ｃ  船長Ｃ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ  なし 

Ｂ  なし 

Ｃ  右舷外板に擦過傷 

灯浮標  標体に凹損及び擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、作業員１５人を乗せた非自航

のＢ船を引き、船長Ｃほか３人が乗り組んだＣ船の船首からＢ船の船

尾にえい
．．

航索を取って補助の引船として配置して引船列（以下「Ａ船

引船列」という。）を構成し、関門海峡東口から関門航路に入航して

若松航路に向けて航行していた。 

  Ａ船引船列は、関門航路を北西進中、関門航路第１１号灯浮標（以

下、「関門航路」を冠する灯浮標名については、これを省略する。）と

第１３号灯浮標の中間地点付近において、左転して若松航路に入ろう

とした際、船長Ａが、２隻の反航船を認め、反航船が通過するまで北

西進を続けることとした。 

  Ａ船引船列は、平成２５年４月２３日１８時１３分ごろ、２隻の反

航船が通過したので、第９号灯浮標付近に至った所で船長Ａが若松航

路に向けるために左転し、Ｃ船にＢ船の船尾を押させながら、若松航

路へ入航中、風潮流によってＢ船が圧流される状況となり、Ｃ船のえ
．

い
．
航索をＢ船の船首に取り直し、Ｃ船にＢ船の船首を南方へ押させた



 

が、Ｂ船及びＣ船が風潮流に抗しきれず、１８時２０分ごろＣ船の右

舷外板が若松航路第２号灯浮標に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風速  約１０～１２m/s、視界  良

好 

海象：潮汐  上げ潮の末期、潮流  西流約２ノット 

 その他の事項 

 

  船長Ａ及び船長Ｃは、Ｂ船と同等の物件をえい
．．

航して本事故発生海

域を航行した経験がそれぞれ１０回以上あった。 

  船長Ａ及び船長Ｃは、専用トランシーバーを使用して意思疎通を行

っていたが、本事故発生後、互いのコミュニケーション不足を感じ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  なし、Ｃ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし、Ｃ  なし 

Ａ  なし、Ｂ  あり、Ｃ  あり 

Ａ船引船列は、関門航路を北西進中、南東風と西流を左舷方から受

けながら、左転して若松航路へ向けて入航する際、船長ＡがＣ船にＢ

船の船首を南方へ押させたが、Ｂ船及びＣ船が風潮流に圧流されたこ

とから、Ｃ船の右舷外板が若松航路第２号灯浮標に衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、関門航路を北西進中、南東風と西流を左

舷方から受けながら、左転して若松航路へ向けて入航する際、船長Ａ

がＣ船にＢ船の船首を南方へ押させたが、Ｂ船及びＣ船が風潮流に圧

流されたため、Ｃ船の右舷外板が若松航路第２号灯浮標に衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・風潮流に圧流される状況下においては、圧流量を勘案して進入角

度を適切に定めること。 

・主航路から枝航路へと入航する際は、付近航行船舶の状況を適切

に把握し、無理な入航とならない状況で転舵を行うこと。 

・気象や潮流の状況を総合的に勘案し、適切な推力の船舶を補助と

して使用すること。 

 

 


